
　

精
神
的
に
緊
張
し
て
し
ま
う
、

理
由
も
な
い
の
に
不
安
に
な
る
、

眠
れ
な
い
な
ど
の
悩
み
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？

　

医
師
や
保
健
師
が
こ
こ
ろ
の
病

気
な
ど
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
ご
家
族
の
み
の
相
談
で
も
構

い
ま
せ
ん
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
保
健
福
祉
事
務
所

　
　

健
康
康
づ
く
り
支
援
課

　
　
　

保
健
師

 

０
２
６
７（
63
）３
１
６
４

　

町
で
は
、
地
域
の
活
性
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
創
業
支
援

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
受
講

料
等
は
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
求
職
者
の
就
業
支
援
と

し
て
、
就
職
に
つ
な
が
る
資
格
を

取
得
し
た
方
に
対
し
、
研
修
等
の

受
講
料
を
助
成
し
ま
す
。
ぜ
ひ
積

極
的
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー
】

日
程

１
月
30
日（
土
）〜
３
月
５
日（
土
）

ま
で
の
毎
週
土
曜
日（
全
６
回
）

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

場
所

エ
コ
ー
ル
み
よ
た
２
階 

中
会
議
室

対
象

町
内
で
の
創
業
を
希
望
す
る
方

 

（
先
着
20
人
）

１
月
４
日（
月
）受
付
開
始

費
用

テ
キ
ス
ト
代
他
全
て
無
料

【
資
格
取
得
補
助
事
業
】

対
象

次
の
①
〜
③
の
全
て
を
満
た
す
方

① 

町
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
未

満
の
方
で
、
個
人
で
資
格
取
得

の
た
め
の
受
講
料
等
を
負
担
し

精
神
保
健
福
祉
相
談

（
予
約
制
）の
ご
案
内

創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー・資
格
取
得
補
助
事
業
を

実
施
し
ま
す

日時 場所

1月13日（水） 東信教育事務所（小諸市）

1月15日（金） 佐久保健福祉事務所（佐久市）

2月10日（水） 東信教育事務所（小諸市）

※時間はいずれも午後1時30分から

た
方

② 

研
修
開
始
時
に
就
職
を
希
望
し

て
い
る
方
で
、
公
共
職
業
安
定

所
で
の
求
職
活
動
を
行
っ
て
い

る
方

③ 

町
税
等
に
滞
納
の
な
い
方

助
成
金
額

受
講
料
の
半
額

 

（
上
限
10
万
円
）

※ 

一
人
に
つ
き
、
年
度
内
１
件
ま

で
申
請
方
法

資
格
取
得
後
、
速
や
か
に
次
の
書

類
を
添
え
、
商
工
観
光
係
窓
口
ま

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

御
代
田
町
資
格
取
得
サ
ポ
ー
ト

事
業
補
助
金
交
付
申
請
書

● 

受
講
内
容
と
金
額
が
確
認
で
き

る
書
類
の
写
し

● 
資
格
取
得
証
の
写
し

● 
個
人
情
報
取
扱
に
関
す
る
同
意

　

書
流
れ

受
講
↓
町
に
交
付
申
請
↓
交
付
決

定
↓
請
求
書
提
出
↓
補
助
金
交
付

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
）

　

町
で
は
、
町
内
に
事
業
所
を
持

ち
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
へ
、
商
工
振
興
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
金
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

中
小
企
業
事
業
者
の
定
義

　

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
中
小

企
業
基
本
法
第
２
条
に
該
当
す
る

方（
工
場
に
あ
っ
て
は
、
常
時
雇

用
の
従
業
員
数
が
１
０
０
人
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
）

申
請
条
件

　

平
成
26
年
１
月
２
日
か
ら
平
成

27
年
１
月
１
日
ま
で
に
、
別
表
に

該
当
す
る
新
設
ま
た
は
増
設
工
事

を
完
了
し
た
工
場
・
店
舗
で
あ
る

こ
と

補
助
の
内
容

　

支
払
っ
た
固
定
資
産
税
に
応
じ

て
、
別
表
の
と
お
り
３
年
間
に
渡

り
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限

　

平
成
28
年
１
月
29
日（
金
）厳
守

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
）

中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

商
工
振
興
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

別表
交付の条件　①1,000万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を新設したとき
　　　　　　②  500万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を増設したとき
交付対象 交付率
新たに固定資産税が課せられた年 翌年度に支払った固定資産税額の全額
上記の翌年（２年目） 翌年度に支払った固定資産税額の７割
上記の翌年（３年目） 翌年度に支払った固定資産税額の５割
※1件の申請に対する年度の補助金の上限は100万円です。
※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

みよた広報 やまゆり　みよた広報 やまゆり　20162016年年11月号 月号 （（1616））　　



（
広
告
欄
）

○総合順位 159位
○ご当地部門 111位
○長野県内 5位

１
月
20
日（
水
）午
後
６
時
ご
ろ

草
越
公
民
館
出
発

水
行
者
20
人
を
募
集
し
ま
す
。

※ 

参
加
者
は
先
着
順
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※ 

参
加
に
は
草
越
区
民
の
紹
介
が

必
要
で
す
。

当
日
は

○ 

御
代
田
名
物「
お
に
か
け
う
ど

ん
」が
無
料
で
ふ
る
ま
わ
れ
ま

す
。

○ 

味
工
房
み
よ
た
の
手
作
り
味
噌

販
売
。
購
入
者
に
は
、
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
兔と

巾き
ん

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

数
量
限
定
！

問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
・
62
）

長
野
県
無
形
民
俗
文
化
財

御
代
田
町
草
越

「
寒
の
水
」

　

水
を
浴
び
、走
る
、

　
　
　

は
だ
か
の
男
た
ち

　

町
観
光
協
会
で
は
、
町
の
Ｐ
Ｒ

の
た
め
観
光
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
み
よ

た
ん
を「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
®グ
ラ
ン
プ

リ
２
０
１
５
」へ
エ
ン
ト
リ
ー
し
、

皆
さ
ま
に
応
援
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
し
た
。

　

去
る
11
月
23
日「
ゆ
る
キ
ャ
ラ

®グ
ラ
ン
プ
リ
２
０
１
５ 

ｉ
ｎ
出

世
の
町
浜
松
」で
結
果
発
表
が
あ

り
、
順
位
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
応
援
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先

御
代
田
町
観
光
協
会
事
務
局

 

（
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係
内
）

 

（
32
）３
１
１
１（
内
線
31
・
62
）

結
果
報
告

ゆ
る
キ
ャ
ラ
®グ
ラ

ン
プ
リ
２
０
１
５御代田町観光キャラクター御代田町観光キャラクター

「みよたん」「みよたん」

みんな応援してくれて
ありがとう！これから
も御代田町のためにが
んばるよ！

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と

き
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、

現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と

い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で

す
。

　

具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公

的
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め

続
け
る
こ
と
で
年
を
と
っ
た
と
き

や
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

○
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

★
将
来
の
大
き
な
支
え
に

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納

め
る
制
度
で
す
。
国
が
責
任
を

も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、
安
定
し

て
い
ま
す
し
、
年
金
の
給
付
は
生

涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

★ 
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た

と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。
障

害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
害

が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。

ま
た
遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
死

亡
し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ

り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族

（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」や「
子
」）が

〜
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
〜

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

受
け
取
れ
ま
す
。

○「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と

 

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

☆「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が

少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教

育
法
に
規
定
す
る
大
学（
大
学
院
）、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校（
修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る

課
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日

本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

☆「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
で
、

ご
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
の
ご
相
談
・
手
続
き

等
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
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）２
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小
諸
年
金
事
務
所

 

（
22
）１
０
８
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御代田町役場 TEL0267(32)3111御代田町役場 TEL0267(32)3111
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